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脱炭素に向けた今後のシナリオ ※再エネ導入・森林吸収分を除く。

・住宅への再エネ設備導入
・ZEHの普及
・家電等の省エネ機器普及
・エネルギー消費量の少ない
ライフスタイルへの転換
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・CO2排出量の把握
・省エネ診断の積極活用
・脱炭素経営カルテの公表
・省エネ設備導入
（補助や低利融資の活用）

・建築物のZEB化
・脱炭素化経営企業等認定の
積極活用

・EV・PHVへの更新
・充電設備等の整備
・公共交通機関や自転車の利
用

・廃棄物の削減（分別・3R）
・食品ロス削減の徹底
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（+13％） ▲273
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▲40％
（再エネ導入・森林吸収を含めれば▲57％）



脱炭素社会の実現に向けたアクションのイメージ（事業者編）
➢エネルギーの有効利用や環境負荷のより少ない事業活動のためには、下図のようなステップが考えられる。
➢県としては、各段階において、課題解決に向けた補助や融資、認定制度の有効活用を促していきたい。
➢県民会議としては、事業者の脱炭素に向けて、CO2排出量の把握は全ての事業者にとって標準装備となると考えてお
り、これを前提とした補助・認定制度の情報共有や、率先した取組の実践を目指す。

（注）中小企業等のカーボンニュートラル支援策（経産省・環境省）、中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック（環境省）を基に県作成
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← 脱炭素化経営等認定制度・脱炭素経営カルテが活用可能 →

認定奨励
ﾒﾘｯﾄの共有

制度の共有先行事例
共有

手段
（例）

岩手県環境の保全及び創造に関する条例
第５条 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等による環境への負荷の少ない事業活動に自ら努めるものとする。
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重点加速化事業への採択について

この度、岩手県の事業が環境省の
「令和5年度地域脱炭素移行・再
エネ推進交付金（重点対策加速化
事業）」に採択されました。

今回ご説明する補助内容は、主に
同交付金を活用した事業です。



事業者向け
省エネルギー対策推進事業
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事業の目的

•県内の中小事業者等における地球温暖
化対策・脱炭素化を推進するため

•省エネルギー対策に係る取組効果を情
報発信する事業者に

•高効率な空調機器、照明機器、給湯機
及び換気設備を更新する経費に対し補
助金を交付
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事業概要

•県内に事業所等を有する中小企業者等

•対象設備を導入する事業所等において
継続的な事業活動を行う

•対象設備に関して、国が交付する他の
補助金を受けていない

•県税を滞納していない

補助対象事業者の要件
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事業概要

①中小企業者（中小企業基本法に規定）

または

②年間のエネルギー使用量が原油換算で

1,500キロリットル未満の事業者

中小事業者等

※ ①に該当しない場合でも、②に該当すれば補助対象となります。
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事業概要

業種
（日本標準産業分類）

資本金の額
又は出資の総額

常時使用する
従業員の数

① 製造業、建設業、運輸業、その他
の業種（②～④以外の業種）

３億円以下 300人以下

② 卸売業 １億円以下 100人以下

③ 小売業 5,000万円以下 50人以下

④ サービス業 5,000万円以下 100人以下

①中小企業基本法の規定

個人事業主も従業員の数が規定以下であれば該当
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事業概要

•エネルギー使用量（原油換算値）とは
•電気（kWh）、ガス（㎥）、ガソリン・重油
（ℓ）などそれぞれ単位が異なるエネルギーや
燃料を、共通の単位である原油（kℓ）に換算し
たもの

•計算方法
•県HPに計算シート（エクセル）を掲載

②年間のエネルギー使用量（原油換算値）
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事業概要

•考え方

•A事業所 1700kℓ、B 600kℓ、C 500kℓ

→B、C事業所が補助対象

•A事業所900kℓ、B 900kℓ、C 900kℓ

→すべての事業所が対象

年間のエネルギー使用量（原油換算値）
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事業概要

•１社あたり 同一年度４回まで

•１事業所あたり 年１回まで

• 過去申請を受けた事業所も、翌年以降申請可へ。

• 同一事業所について、次年度以降に再度申請する
場合は、既に補助を受けて更新した設備と明確に
工区が分かれているもの（別室、別棟等）に限る。

補助上限回数（緩和）
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事業概要

対象設備 主な補助要件

空調機器 従来比30％以上省CO₂効果が得られ
るもの給湯機器

換気設備 全熱交換機であること等

照明機器
調光制御機能付きLED又は
再エネ一体型屋外照明であること

補助対象設備
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事業概要

補助対象設備（高効率照明について）

•対象は調光制御機能付きLED照明また
は再エネ一体型屋外照明
• 対象機器は、「先進的省エネルギー投資促進支
援事業」のサイト内よりご確認ください

•設置に際して工事が伴うものが対象

•既存の用途と同じであれば、分割設置
も可能
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事業概要

補助対象設備（高効率空調について）

•従来の空調機器等に対して30％以上省
二酸化炭素（以下「CO2」という）効果
が得られるもの

•申請時に計算書の提出が必要

•省エネルギー診断の受診結果（報告
書）の該当部分を提出することも可
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事業概要

•補助率 対象経費の２分の１

•上限額

補助率・補助上限額

省エネルギー診断 または
CO₂排出量算定

なし あり

いわて脱炭素化
経営企業等
(いわて地球環境
にやさしい事業
所)認定

なし 20万円 30万円

あり 30万円 50万円



お問合せ 岩手県環境生活企画室グリーン社会推進担当 TEL：019-629-5273

いわて脱炭素化経営企業等認定制度
（いわて地球環境にやさしい事業所）

地球環境に配慮した取組を積極的に行っている事業所を認定

・エコスタッフの常駐が
認定要件の一つ

◆エコスタッフ養成セミナー
・事業所での省エネ等取組の中心
となる人材の養成

・2023年度は県内４か所で開催
予定

・セミナー受講者をエコスタッフ
として認定

＜認定事業所数＞
251事業所

★★★★‥１３6
★★★‥‥ １0
★★‥‥‥ ４0
★‥‥‥‥ ６5

（2023年５月現在）

～
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省エネルギー診断・CO２排出量算定

•一般財団法人省エネルギーセンター、
プラットフォーム構築事業者、省エネ
診断拡充事業による診断などが対象

•申請日の３年以内

または申請後から完了報告までの間に受
診するものが対象

省エネルギー診断について
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省エネルギー診断・CO２排出量算定

•補助事業者自ら又は外部に委託して、事業所
等におけるCO2排出量の算定を行うこと

（例）

①公開されているツール等を用いて自ら算定する方法

②温対法に基づく報告の算定方法を参考にして自ら算

定する方法

③民間のCO2排出量可視化サービス（見える化サービ

ス）を活用する場合

CO₂排出量算定について
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事業の流れ
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効果の情報発信及び県事業への協力等

•社外への情報発信
•ポスターの掲示や業界団体会誌への掲載

•従業員の意識啓発

•県への定期的な報告
•経費節減効果の詳細なデータの報告

•県事業への積極的な協力
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特に注意していただきたいこと

•申請書の提出期限

•事業の着手

•納入物品（施行直前）の写真

•（完了報告）請求書の提出期限



事業者向け
EV等導入事業
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事業の目的

•県内の中小事業者等における地球温暖
化対策・脱炭素の推進を図るため

•地域のモデル企業として省エネルギー
対策に係る取組効果を情報発信する事
業者に

•ＥＶ又はＰＨＶ、太陽光発電設備等を
導入する経費に対し補助金を交付
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事業概要

•事業者向け省エネ補助と同様

補助対象事業者の要件
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事業概要

〇 必須設備
太陽光発電設備

〇 既存設備の流用可
蓄電池・車載型蓄電池（EVまたは
PHV)・充放電設備

本補助金を活用するためには、上記４
設備が全て設置されることが条件。

対象設備
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事業概要

補助率、上限額
①太陽光発電：5万円/kW ②蓄電池：最大6.3万円/kWh
③EV（PHV）：2万円/kWh ④充放電設備：1/2

※事業者自ら又は外部に委託して、事業所等における排出量の算定を行っていること。

上限額
省エネ診断または二酸化炭素排出量の算定 ※

なし あり

いわて脱炭
素化経営企
業等（いわ
て地球環境
にやさしい
事業所）認
定

な
し

①太陽光発電：50万円
②蓄電池：75万円
③EV：85万円、PHV：55万
円
④充放電設備：75万円

①太陽光発電：60万円
②蓄電池：95万円
③EV：85万円、PHV：55万
円
④充放電設備：95万円

あ
り

①太陽光発電：60万円
②蓄電池：95万円
③EV：85万円、PHV：55万
円
④充放電設備：95万円

①太陽光発電：75万円
②蓄電池：125万円
③EV：85万円、PHV：55万
円
④充放電設備：125万円
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事業概要

注意事項

• 太陽光発電設備を新たに設置し、その付帯設備として、蓄電池、
車載型蓄電池（EVまたはPHV)及び充放電設備等を全て設置する
事業であること（ただし、太陽光発電設備を除く設備は、既存設
備の活用も可とする。）

• 岩手県内に設置するものであること

• 設置する対象設備が中古品でないこと

• 太陽光発電設備により発電した電力量を把握できる設備を備えて
いること

• 太陽光発電設備、蓄電池及び充放電設備等については、県内事業
者から購入して自ら設置工事を行う、又は県内事業者へ設置工事
を発注すること



その他の補助事業
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その他の補助事業

【対象者】 県内に事業所や工場等を有する事業者

【対象設備】自家消費型太陽光発電設備

【補助率等】中小事業者等 5万円/kW（上限5,000万円）

その他 3万円/kW（上限3,000万円）

事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入事業費補助

【対象者】 タクシー・バス事業者等

【対象設備】(１)電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー

(２)電気バス

(３)充放電設備（上記(１)に併せて導入する場合）

【補助率等】(１)補助率 1/2、上限 EV60万円（PHV30万円）

(２)補助率 1/3、上限 2,000万円

(３)補助率 1/4、上限 37.5万円

ＥＶ等普及促進事業費補助
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その他の補助事業

・水素ステーション設置補助

【対象者】 市町村、その他の法人、個人事業者等

【対象設備】中規模水素ステーション

【補助率等】補助率1/6、上限 4,500万円

・燃料電池自動車（FCV）購入補助

【対象者】 市町村、その他の法人等

【対象設備】燃料電池自動車（PR用ラッピングを含む）

【補助率等】定額補助、上限 100万円

水素モビリティ推進事業費補助


